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策定体制1

策定の経緯2第 節

　この計画を策定するにあたり、「審議会」と「策定委員会」という二つの組織を設置しました。

　「審議会」は、市長の諮問機関として、市を代表する各種団体の長や学識経験をお持ちの方

など25人の委員で構成し、「策定委員会」で検討した計画案について、ご意見などをいただき、

計画案を審議しました。

　「策定委員会」は、副市長を委員長とし、教育長、各部の部長で構成し、「策定委員会」におい

て検討した計画案を「審議会」へ諮り、審議し、修正などがあった場合には「策定委員会」へ差

し戻すことで再度検討するといった方法で、この計画を策定しました。

市民意識調査、パブリックコメント
ホームページでの情報提供

意見

提示

議案上程

議決
会  議長  市

市民参画体制 庁内検討体制申
答

問
諮

総合計画策定委員会総合計画審議会

総合計画の策定に関する事項を調査審
議し、答申するための市長の諮問機関

○委員25人
（学識経験者・各種団体の長・各種団
体から推薦を受けた者・市の募集に
応じたもの）

総合計画に係る基本構想案、
基本計画案を作成する
○委員７人
（副市長・教育長・部長）
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策定経過2

平成28（2016）年

 5月2日   第1回策定委員会

 6月22日   第2回策定委員会

 6月27日   第1回審議会

 7月20日   第3回策定委員会

 7月27日   第4回策定委員会

 8月8日   第5回策定委員会

 8月22日   第2回審議会

 9月23日   第6回策定委員会

 9月15日〜10月14日   野々市市第一次総合計画【中間見直し】

   （原案）パブリックコメント実施

 10月14日   第7回策定委員会

 10月24日   第8回策定委員会

 11月1日   第3回審議会


